
配達が完了すると郵便局から差出人に送られてくるハガキ

配達証明郵便を差出たときに
郵便局で発行される受領書

本店住所・商号が完全に一致する必要があります。

書留・特定記録郵便物等受領書、郵便物等配達証明書（ハガキ）
2種類の原本提出が必要となります。

代表取締役等住所非表示措置に必要な内容証明郵便について
新規会社設立の場合は、本店の住所、本店移転の場合は新本店住所宛に自分（誰でも可）で
差し出します。（自作自演）


